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飼い主のいない猫とは︖ 

 いわゆる野良猫のことで、特定の管理者を持たず、外で暮らしている猫を指します。飼い主の
いない猫の中には、地域のボランティアによって管理され、⾒守られている猫がいます。これを
「地域猫」といい、外で飼われている猫との⾒分けはつきにくいですが、「⼀世帯を超える⼈が
エサをあげている」こと、「⾥親が⾒つかれば、譲渡できること」の⼆つが飼い猫と異なる点で
す。反対に、飼い猫は、最後まで飼い主が責任をもって飼わなければいけません。詳しい違いは
次のとおりです。
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飼い主のいない猫、飼い猫、地域猫の⾒分け⽅[PDFファイル／218KB]

 飼い主のいない猫の増加によるふん尿や鳴き声で困っている⼈はたくさんいます。その⼀⽅
で、猫をかわいそうに思い、助けてあげたいと思う⼈もいます。

 現在、猫による⽣活への被害を軽減するために、さまざまな取り組みが⾏われています。

地域猫活動って︖ 

 飼い主のいない猫を「捕獲（Trap）し」、「不妊去勢⼿術（Neuter）を⾏い」、「元の場所に
戻す（Return）」活動を、「T(ティー）N（エヌ）R（アール）活動」といいます。このことに
より、猫が増えることを防ぎ、⽣活被害を軽減させ、数年かけて野良猫を減らすことを⽬指しま
す。

 TNR活動に加え、地域住⺠の合意のもと、住⺠が主体となってエサやトイレの管理、⾥親探し
などを⾏うことを「地域猫活動」といい、筑紫野市でもこの活動を推奨しています。

地域猫活動の詳細については、福岡県のホームページをご覧ください。

福岡県のホームページ＜外部リンク＞

地域猫活動に対する⽀援

どうぶつ基⾦「さくらねこ無料不妊⼿術」

 筑紫野市では、公益財団法⼈どうぶつ基⾦が不妊⼿術・ワクチン・ノミ駆除薬の費⽤を全額負
担する「さくらねこ無料不妊⼿術事業」に参加し、地域猫活動を⾏うボランティア団体等と連携
してTNR事業を⾏います。

 「さくらねこ無料不妊⼿術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR（Trap/捕獲
し、Neuter/不妊去勢⼿術を⾏い、Return/元の場所に戻す、その印として⽿先をさくらの花びら
のようにV字カットする）」を実施することで繁殖を防⽌し、「地域の猫」「さくらねこ」として
⼀代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や殺処分の減少に寄与する活動です。

公益財団法⼈どうぶつ基⾦のホームページ＜外部リンク＞

※実施にあたっては、地域猫活動を⼗分に実施できるか確認するため、市との協議が必要です。
希望する⼈は、下記の問い合わせ先までお尋ねください。

福岡県獣医師会による「あすなろ猫事業」
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 福岡県獣医師会では、飼い主のいない猫に対する不妊去勢⼿術を⾏っており、通常より低い⾃
⼰負担額で⼿術を受けることができます。この事業による⾃⼰負担額は次のとおりです。詳細に
ついては、福岡県獣医師会のホームページをご覧ください。

 福岡県獣医師会のホームページ＜外部リンク＞

あすなろ猫事業による猫の不妊去勢⼿術

オス（⾃⼰負担額） メス（⾃⼰負担額）

5,500円（税込） 11,000円（税込）

どうして駆除できないの︖ 

 「動物愛護管理法」が改正され、猫を含む愛護動物をみだりに傷つけたり、殺傷したりするこ
とが禁⽌されたことで、保健所等が安易に飼い主のいない猫を引き取ることができなくなったた
めです。

 また、殺処分によって周辺の猫がいなくなったとしても、飼い猫の放し飼いや無責任なエサや
りなどが続けば、他の地域から再び猫が⼊ってくることにつながります。

 猫に関する地域のトラブルは、それらの⾏為が改められない限り、根本的には解決しません。
そのため、地域全体で問題解決の⽅法を考えていく必要があります。

「動物愛護管理法」が改正されました︕ 

 動物取扱業のさらなる適正化と、動物の不適切な取り扱いへの対応の強化を⽬的に、「動物の
愛護および管理に関する法律（通称「動物愛護管理法」）」が改正され、令和2年6⽉1⽇に施⾏
されました。法律の改正内容のうち、ペットの飼い主や、飼い主のいない猫に関係する改正点は
次のとおりです。

動物の所有者（飼い主）に対する責務の明確化

 動物を飼っている⼈は、ペットの健康や安全を守り、ペットが⼈に害を与えたり、迷惑をかけ
たりすることのないように努めなければいけません。今回の改正で、具体的な責務については、
「環境⼤⾂が定めた基準によること」となりました。基準については、環境省のホームページを
ご覧ください。

環境省のホームページ＜外部リンク＞

動物の適正飼養のための規制の強化

繁殖防⽌の義務化

 ペットが繁殖し、適切に飼うことができなくなるおそれがあるときには、繁殖を防⽌するた
め、不妊去勢⼿術などを⾏うことが、飼い主の義務として定められました。

特定動物の飼養に関する規制の強化

 トラやクマ、ワニ、マムシなどの⼈に危害を加えるおそれのある危険な動物を、「特定動物」
といいます。今回の改正で、特定動物を愛玩⽬的で飼うことが禁⽌されました。また、これらの
特定動物の交雑種についても、特定動物の定義に加わりました。特定動物にあたる動物の詳細に
ついては、環境省のホームページをご覧ください。

環境省のホームページ＜外部リンク＞
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お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか︖

ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか︖

この情報をすぐに⾒つけられましたか︖

動物の虐待等に対する罰則の引き上げ

 動物を傷つけたり、遺棄したりする⾏為に対する罰則が、以下のとおり引き上げられました。

動物の虐待等に関する罰則

罰則の種類 改正前 現⾏

殺傷 懲役2年・罰⾦200万円 懲役5年・罰⾦500万円

虐待・遺棄 罰⾦100万円 懲役1年・罰⾦100万円

マイクロチップの装着 

 令和4年6⽉1⽇から、⽝猫を販売する事業者には、マイクロチップの装着と登録が義務化され
ました。このことに伴い、ペットの飼い主に対しても、マイクロチップを装着させることが努⼒
義務になりました。

飼い主のいない⽝、猫の引き取りを拒否できる場合の規定

 保健所等が、飼い主のいない⽝や猫の引き取りを求められた場合に、それを拒否できる場合が
次のとおり規定されました。

周辺の⽣活環境が損なわれる事態が⽣ずるおそれがないと認められる場合
その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない⽅は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。（無料）

皆さまのご意⾒をお聞かせください

充分だった 普通 情報が⾜りない

分かりやすい 普通 分かりにくい

すぐに⾒つけた 普通 時間がかかった

送信する

このページに関するお問い合わせ先

環境経済部 環境課 代表
〒818-8686 筑紫野市⽯崎1-1-1
Tel︓092-923-1111  Fax︓092-923-9634  メールでのお問い合わせはこちら

Tweet LINEで送る

筑紫野市役所
法⼈番号8000020402176
〒818－8686 福岡県筑紫野市⽯崎1-1-1
Tel︓092-923-1111(代表)  Fax︓092-923-1134(代表)
開庁時間︓午前8時30分から午後5時まで（⼟⽇・祝⽇・年末年始を除く）
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